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山のふるさと村音楽祭 in OKUTAMA

～活動支援制度を活用して 広域的な市民活動を始めてみませんか？～

　当調査会では、多摩地域を先導するまちづくり運動として、市町村のワクを越えて行われる市民活動がより拡大し、充実
したものとなるために支援しています。
　現在、市民活動はさまざまな分野・テーマに及んでいます。特に子育て・高齢者・障害者支援、防犯・防災活動などは、よ
り市民の力が必要とされています。
　日頃から行われている皆さんの広域的な活動の成果や発表の場の経費の一部を助成することによって、市民ネットワー
クや相互交流を推進し、多摩地域のひとづくり、まちづくりへとつなげていきます。

2019年度

申 請 団 体 募 集 中 !!

申請の主な要件は？
（１）支援の対象となる団体の主な要件
　・  多摩地域で広域的な市民活動をしてみたい、ま

たは、拡充したいとの意向のある団体で、支援
の必要があると認められること（※既に自立的
な活動を継続して行っている団体、過去に当調
査会の助成制度・支援制度を受けた団体は対
象外です。）。

　・  本拠地が多摩地域内にあり、活動区域が多摩
地域内複数自治体内である（志向している）こと。

（２）支援対象となる主な活動（事業）要件
　・  多摩地域のまちづくりにおける広域的な課題を

活動テーマとしていること。
　・  多摩地域全体の市民を対象とした活動（事業）

であること。
　・  市民団体が主体的、創造的に取り組む活動（事

業）であること。
※ その他にも申請に当たっての要件がありますので、下記の方

法で制度の詳細をご確認ください。

　制度の詳細は、多摩交流センターにて配布している「2019 年度広域的市民ネットワーク活動支援制度【活動
支援】の手引き」、または、当調査会のホームページ（http://www.tama-100.or.jp/）をご覧ください。「手引き」
はホームページ内でダウンロードすることもできます。
　申請に当たっては、随時相談を受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください（事業実施の２カ月以上
前までにご連絡ください。）。

問合せ先
公益財団法人 東京市町村自治調査会 事業部 企画課
東京都府中市新町２－７７－１　TEL：０４２－３８２－７７８１

※ この制度は、当調査会の 2019 年度予算の範
囲内での実施になります。

※ 既に自立的な活動を継続して行っている団体
が対象の「2020 年度事業助成」制度は、
11 月頃に説明会を行う予定です。

広域的市民ネットワーク活動支援制度

広域的市民ネットワーク活動助成事業紹介

日　時 2019年10月～2020年１月（クイズチャレンジは12月22日（日）まで）
場　所 西多摩郡檜原村　払沢の滝周辺
内　容  地域の情報をより多くの人に知ってもらうために10月1日（火）～12月22日（日）の期間でクイズ

チャレンジを開催します。
  クイズは、「知っててほしいなぁクイズ」（10問）と「知ってたらすごいぞクイズ」（8問）に分か

れており、「知ってたらすごいぞクイズ」は期間中払沢の滝入口
バス停や周辺店舗に掲示されるので、探してみてください。

  後日、正解数に応じて払沢の滝周辺で使える割引券をお送りしま
す。なお、解答発表は2020年１月以降に行います。

主　催 ひのはら魅力発見隊
問合せ NPO法人フジの森内　ひのはら魅力発見隊事務局
 担当　佐藤
 TEL　042-598-6928

ひのはらの魅力発見！　払沢周辺クイズチャレンジ！！

日　時 2019年10月13日（日）10:15～15:00 
場　所 東京都立奥多摩湖畔公園 山のふるさと村（奥多摩駅から山のふるさと村へ無料貸し切りバス運行）
内　容  豊かな自然の中で、奥多摩中学校吹奏楽部の演奏、国内外で活躍する若手声楽家による

フレッシュコンサート、若手音楽家によるフルート・チェロ・ピアノトリオによるポピュラー
コンサートのほか、オーストリア・ウィーンで創始した民族音楽、ポルトガルで磨き上げた
本格的ポルトガル・ファド、また、音楽の都ウィーンで活躍する本場のウィーンアンサンブ
ルといった様々なジャンルの曲が演奏されます。子どもから大人まで楽しめる内容になっ
ています。皆さんお誘い合わせてお越しください。

入場料・参加費　無料
主　催 山のふるさと村音楽祭実行委員会
問合せ 山のふるさと村音楽祭実行委員会事務局（奥多摩町観光産業課内）
 ＴＥＬ　0428－83－2295　　ＦＡＸ　0428－83－2344
 Ｅメール　kankou@town.okutama.tokyo.jp
 ホームページ http://www.town.okutama.tokyo.jp/

活動支援制度とは？

（１）対象
　・  市民活動を一つの市町村だけではなく、複

数の市町村で行う活動として、新たに広域的
な市民ネットワークをつくってみたい、もっと
拡充したいとお考えの市民団体

（２）助成率及び金額等
　・  助成対象事業費の 60％（30 万円が限度）
　・  助成期間は、連続する３年度の間で２回まで

（ただし、1 年度間で 1 回の支援が限度）

多摩交流センターだより

多摩交流センターだより

多摩交流センターだより

「多摩交流センター開設25周年記念事業」のお知らせ
　本紙9月号（N0.072）でもお伝えしたとおり、10月より、多摩交流センター内の「市民交流・資料室」内の
展示スペースを利用して、当センター会議室利用登録団体の作品や活動成果を発表する展示を行います。
発表を行う団体は次のとおりです。

発表期間 団体名 発表の内容（予定）

10月前半 国際水墨の会 作品・研究成果

10/17～24 絵てがみサークルかえで 作品・研究成果

11/1～15 多摩きりえの会 作品・研究成果

11/16～30 ケヤキ自由詩の会 作品・研究成果、ワークショップ（体験会）

12月前半 きりえグループきり友 作品・研究成果

1/16～30 多摩詩塾 ワークショップ（体験会）

2月前半 水墨画サークル会 作品・研究成果

2月後半 歴史の道を歩く会 作品・研究成果

3月前半 文流の会 作品・研究成果、活動報告

3/16～30 楽水会 作品・研究成果

　※発表期間は団体の都合により変更することがあります。　※土・日・祝日は休館する場合があります（多摩交流センターへお問い合せください。）。

　活動の主体は当センターの登録団体となります。交流・資料室は9:00〜17：00まで自由にお入りいただ
けます。ワークショップを実施する団体もありますので、ぜひ足をお運びください！


